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第７８９回三沢市農業委員会総会議事録                            

 

１．開会の日時  令和４年８月１０日（水）     午後１時３０分 

２．閉会の日時  令和４年８月１０日（水）     午後２時１０分  

３．開催の場所  三沢市役所 別館４階 第１研修室 

 

４．出席した委員（番号 1 から１４）及び推進委員（番号１５から２０）の氏名 

１  佐々木 和枝   ２  立崎 京子   ３  月館 啓三 

５  一戸 実     ６  門上 牧夫   ７  新堂 政登    

８  千葉 準一    ９  中村 均   １０  北澤 邦彦  

１１  浦田 秀人   １２  種市 廣   １３  宮古 久光    

１４  古田 武信   １５  赤沼 成人  １６  沼山 英明 

１７  葛巻 広行   １９  月舘 操   ２０  駒澤 慎  

 

５．欠席した委員及び推進委員の氏名     

４  川嶋 敏明   １８  田面木 優   

 

６．会議の事務に従事した職員の職氏名 

 ○ 参  与・・・局  長  小島 一人 

次  長  山本 誠 

係  長  小比類巻 浩 

 

○ 会議書記・・・主  事  熊野 健太 

 

７．議 案 

【議案第１号】農用地利用集積計画の作成に係る所有権移転の要請について 

【議案第２号】農用地利用集積計画の作成に係る利用権貸借の要請について 

【議案第３号】農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画の決定について 

【議案第４号】農地法第３条第１項の規定に基づく農業委員会の許可について 

【議案第５号】農地転用許可申請に係る意見について 

【議案第６号】農地の利用状況調査に基づく農地・非農地の判定について 

【議案第７号】農地パトロール（利用状況調査）実施要領について 



2 
 

 

議事の概要 

 

事務局         ただ今より、令和４年８月１日に招集通知をいたしました、

三沢市農業委員会、第７８９回総会を開会いたします。 

本日出席の委員数は１３名で１名の欠席となっておりますが、

三沢市農業委員会会議規則第８条第 1項に規定する定足数には

達しておりますので、本日の会議は成立いたしますことをご報

告いたします。なお、欠席となるのは、４番 川嶋委員でござ

います。また、推進委員につきましては、５名の出席で、田面

木推進委員が欠席となっております。それでは、お手元の次第

に基づいて進めさせていただきます。始めに、新堂会長よりご

挨拶をお願いいたします。 

 
会 長       委員の皆様には御多忙のところ、第７８９回総会に御出席い

ただきまして誠にありがとうございます。さて、新型コロナウ

イルスにつきましては、またまた「第７波」が猛威を振ってお

り、今月に当市で開催予定でありました上十三地区の委員会大

会も三年連続の中止となりました。そのような中で色々と活動

いただいておりますが、我々委員においては、先月も申し上げ

ましたが改選まで１年となりました。 
また、天候はまだまだ暑い日が続くと予想されており、既に

始められていると思われる年金の加入促進運動や、農地パトロ

ールも控え大変ご苦労様でございます。 
委員の皆様自身の収穫の秋も控え、何かと忙しい日々となり

ますが、どうか事故等には十分注意され活動くださるようお願

い申し上げまして、挨拶といたします。 

 
事務局               ありがとうございました。 

それでは、三沢市農業委員会会議規則第５条の規定により、

議長は会長が務めることとなっておりますので、以降の議事の

進行は新堂会長にお願いいたします。 
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会 長       それでは、議事の進行役として、しばらくの間、議長を務め

させていただきます。 
 
議 長        議事録署名者を議長が指名することに、ご異議ございません

か。 
 

異  議  な  し 

 
 

議 長        ご異議なしと認め、６番 門上 牧夫 君、１４番 古田 武

信 君を指名いたします。 
参与・書記には、事務局長ほか、職員を任命いたします。 
次に会期の決定を行います。 
お諮りいたします。総会の会期は、本日一日限りとすること

にご異議ございませんか。 
 
 

異  議  な  し 

 

議 長       ご異議なしと認め、総会の会期は、本日一日限りと決定いた

します。議案審議に入る前に、報告事項がありますので、事務

局長から報告願います。 
 

局 長        それでは、２ページをお開き願います。 

報告第 1 号のうち、初めに７月１２日から８月 1０日までに

行いました主な業務についてご報告いたします。７月１４日に、

令和４年度農業者年金加入推進特別研修会が青森市で開催され、

事務局より出席しております。 

７月２１日に、令和４年度第１回上北地域農地中間管理事業

推進連絡会議が十和田市で開催され、事務局より出席しており

ます。 

７月２７日に、令和４年度農業委員会サポートシステム活用

促進研修会が青森市で開催され、事務局より出席しております。 

８月５日に、第７８９回総会の議案検討会を開催しておりま

す。本日、第７８９回総会を開催しております。 

 次に、７月の事務処理状況についてご報告いたします。 

３条、権利の移転につきましては、市の関係が１件の２，１

３５平米でした。３条の３第1項、相続の届出は９件で、１９万

７，２５９平米でした。 
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転用につきましては、５条の案件が２件の２，９２７平米でし

た。 

貸借の解約は６件で、１９万１，８７１平米でした。 

内容につきましては、報告第２号で説明させていただきます。 

ここまでの合計は１８件で、３９万４，１９２平米となって

おります。 

次に、利用権設定等促進事業の利用権設定が１７件で、田、

１３万１，４７１平米でした。 

農地中間管理事業につきましては、１０年設定が１件で、田、

５，６０６平米でした。続きまして、８月１１日から９月 1２日

までの主な業務計画についてご説明いたします。 

９月７日に,第７９０回総会の議案検討会を予定しております。 

９月１２日に、第７９０回総会を予定しております。 

３ページをお開き願います。 

報告第２号農地の貸借の解約に係る通知についてご説明いたし

ます。 

番号１、字淋代平の田９筆、合計、２万８８６平米で、貸借

契約を解約し、売買をするものです。 

４ページをお開き願います。 

番号２、字淋代平の田２筆、合計、５，９１８平米で、貸借

契約を解約し、自ら耕作するものです。 

番号３、字淋代平の田２筆、合計、５，９１８平米で、都合

により貸借契約を解約するものです。 

番号４、６ページまで亘りますが、字淋代平の田２４筆、合

計、６万３，０５３平米で、貸借契約を解約し、借人の変更を

するものです。 

７ページをお開き願います。 

番号５、９ページまで亘りますが、字淋代平の田３１筆、合

計、８万９，７２４平米で、貸借契約を解約し、離農するもの

です。 

番号６、字淋代平の田２筆、合計、６，３７２平米で、貸借

契約を解約し、借人の変更をするものです。私からの報告は以

上でございます。 

 
議 長       それでは、これより議案の審議に入りますが、会議での発言

は、三沢市農業委員会会議規則第９条第２項の規定により、議
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長の許可を受けてから発言することになっておりますので、ご

協力願います。 

 

議 長       議案第１号農用地利用集積計画の作成に係る所有権移転の要

請についてを議題とします。 

事務局より説明願います。 

 

事務局       それでは１０ページをお開き願います。 
議案第１号農用地利用集積計画の作成に係る所有権移転の要

請について をご説明します。 
利用権設定の種類等は表のとおりであり、件数は１件です。 
番号１字淋代平の田９筆、２０，８６６㎡を基盤法の売買に

よる所有権移転です。価格は総額６，２６５，８００円、１０

ａあたりで約３０万円になります。場所は、住友化学三沢工場

から１キロ圏内に点在しております。現地確認につきましては 

月館委員、川嶋委員、月舘推進委員同行のもと、完了していま

す。以上です。 

 
議 長       これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 
 
 

質  疑  な  し 
 

 
議 長       質疑がないので、ご異議なしと認め、議案第１号は、原案の

とおり三沢市長に対し要請いたします。 
 

議 長       次に、議案第２号農用利用集積計画の作成に係る利用権貸借

の要請についてを議題とします。事務局より説明願います。 
 
 
事務局       それでは１１ページをお開き願います。 

議案第２号農用地利用集積計画の作成に係る要請について、

利用権設定の案件に関してご説明します。利用権設定の種類等

は表のとおりであり、件数は５件です。 
番号１から番号３字庭構の田３筆、３，８８１㎡を５年間の

賃貸借権設定です。場所は東北ファーム周辺に点在しています。

労働力等に問題はありません。 
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番号４から番号５字園沢の田４筆、合計７，６１３㎡、を３

年の期間で、賃貸借権設定です。場所は、塩釜集会所から１キ

ロ圏内に点在しています。労働力等に問題はありません。 
現地確認は月館委員、川嶋委員、月舘推進委員同行のもと、

完了しています。以上です。 

 
議 長       これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 
 
 

質  疑  な  し 
 
 

議 長       質疑がないので、ご異議なしと認め、議案第２号は、原案の

とおり三沢市長に対し要請いたします。 
 

議 長       次に、議案第３号農地中間管理事業に係る農用地利用集積計

画の決定についてを議題とします。事務局より説明願います。 

 
事務局       それでは１３ページをお開き願います。 

議案第３号農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画の決

定についてご説明いたします。 
番号１字淋代平の田１７筆、字庭構の田１筆、合計１８件、

総計３７，０５０㎡を１０年間の使用貸借権の設定です。場所

は、有限会社ループ周辺、淋代屯所周辺、東北ファーム周辺で

す。 
番号２字堀口の田１筆、３，４０２㎡を１０年間の使用貸借

権の設定です。場所は、ファミリーマート南山店の周辺です。 
現地確認については、月館委員、川嶋委員、月舘推進委員同

行のもと、確認済みです。以上です。 
 

議 長       これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

 

質  疑  な  し 
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議 長       質疑がないので、ご異議なしと認め、議案第３号は、原案の

とおり決定し、三沢市長に対し報告いたします。 
 

議 長       次に、議案第４号農地法第３条第１項の規定に基づく農業委

員会許可についてを議題とします。事務局より説明願います。 
事務局       それでは１５ページをお開き願います。 

議案第４号農地法第３条第１項の規定に基づく農業委員会の

許可について、ご説明いたします。今回の案件は１件です。 

番号１、字淋代平の田２筆、合計６，０７９㎡を、知人間に

よる売買の申請です。 

譲受人は農家の方で、労働力については、申請者を含め２名

です。所有農地については、所有面積すべて耕作されており、

労働力についても問題ないと思われます。場所は淋代集落から

西約４００ｍにあり、周辺農地への影響はないと考えられます。 

現地確認は月館委員、川嶋委員、月館推進委員、同行のもと

完了しています。以上です。 

 

議 長       これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

 

質  疑  な  し 

 

 

議 長        質疑がないので、ご異議なしと認め、議案第４号は原案のと

おり許可することに決定いたします。 
 
議 長       次に議案第５号農地転用許可申請に係る意見についてを議題

とします。事務局より説明願います。 

 

事務局       それでは１６ページをお開きください。 
 議案第５号農地転用許可申請に係る意見についてご説明いた

します。今回は５条転用、１件の申請であります。議案第５号

資料と合わせてご覧ください。譲受人は、三沢市の自衛官の方

です。譲渡人は、三沢市字堀口無職の方です。権利区分は、売

買による所有権移転となります。対象となる土地は、字堀口の

田、１筆の３３０㎡です。 
場所は、ＪＡおいらせより南西へ５００ｍに位置し、都市計

画の用途地域に隣接した場所で周辺は住宅が建ち並ぶ地域であ
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ります。転用目的は、宅地で自己用住宅の建築であります。自

己用住宅は、木造平屋で建築面積は９２．７４㎡であります。 
農地区分は、前面道路に水道、下水道管の２管埋設がされ、

なおかつ教育施設の三沢小学校、浜三沢保育園がおおむね５０

０ｍにあることから第３種農地と判断され、原則許可できる場

所となります。 
 事業費は、総額３４８５万円で、全額銀行からの融資となり

ます。周辺農地への対策として、汚水は、下水道に接続し、雨

水は敷地内で浸透処理するため、問題ないと考えます。 
 以上のことから、土地利用計画からみた事業規模の妥当性、

周辺農地への影響及び事業実施の確実性から、許可相当と判断

されます。現地確認については、月館委員・川嶋委員・月舘推

進委員により、完了しております。以上であります。 
 
議 長        これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 
 

質  疑  な  し 
 
 

議 長        質疑がないので、ご異議なしと認め、議案第５号は委員会の

意見を付して、青森県知事に送付いたします。 
 
議 長              次に、議案第６号農地の利用状況調査に基づく農地・非農地

の判定について を議題とします。事務局より説明願います。 

 
事務局         それでは１７ページをお開きください。 

 議案第６号農地の利用状況調査に基づく農地・非農地の判定

について をご説明いたします。 
今回の非農地判定に関する議案件数は２０件です。 
番号１について説明します。所在は春日台１丁目、三沢駅か

ら南西２５０ｍに位置しており、都市計画の用途地域内にある

畑１筆です。面積は１，６６９㎡で所有者は記載のとおり、昨

年９月実施した農地パトロール調査において、生産性が著しく

低い農地であって復元しても継続利用が難しいことから「再生

利用が困難な農地、いわゆる非農地」の判定となりました。 
番号２から７、三川目２丁目、三川目保育園から西３００ｍに

まとまって位置しており、都市計画の用途地域外にある田６筆

です。面積は上から順に５，４５４㎡、３，９０６㎡、４２２

㎡、４，２８２㎡、１，７７６㎡、１，８６７㎡で、一帯が森



9 
 

林と化しており復元が難しいことから非農地の判定となりまし

た。 
番号８と９、字小山田、姉沼と三沢基地の間に位置した、都

市計画の用途地域外にある田２筆です。面積は４，２８３、６，

６０６㎡、昨年８月の農地パトロール調査において、現況が原

野となっていることから非農地の判定となりました。 
番号１０、字水筒、浜三沢の浄化センターから東に約２５０

ｍで、都市計画の用途地域外にある畑１筆です。面積は９００

㎡、昨年８月の農地パトロール調査において、相当年数が農地

として利用されておらず、周辺状況から判断し、非農地の判定

となりました。 
番号１１、字水筒、浜三沢の浄化センターから東に約７５０

ｍで、都市計画の用途地域外にある畑１筆です。面積は３，８

６４㎡、昨年 8 月の農地パトロール調査において、相当年数に

おいて農地として利用されておらず、周辺状況から判断し、非

農地の判定となりました。 
番号１２と１３、字中平、ＪＡおいらせ農協本店から東４５

０ｍにあり、都市計画の用途地域内にある畑２筆です。面積は

４６６、８８㎡、昨年８月の農地パトロール調査において、番

号１２は相当年数が農地として利用されていないこと、番号１

３は森林の様相を呈していることから非農地の判定となりまし

た。 
 番号１４から１７、字山下、浜三沢の浄化センターから東９

００ｍ、三沢川に沿って一帯として位置しており、都市計画の

用途地域外にある田４筆です。面積は３，１２０、１，１２２、

８２、４７㎡、現況が原野となっており復元が難しいことから

非農地の判定となりました。 
番号１８、字流平、三川目集落から西４５０ｍに位置してお

り、都市計画の用途地域外にある畑１筆です。面積は２，０２

０㎡、昨年８月の農地パトロール調査において原野となってい

ることから非農地の判定となりました。 
番号１９と２０、字古間木山、第五中学校から北１５０ｍに

位置しており、都市計画の用途地域内にある畑２筆です。面積

は３４４、３７２㎡で、昨年９月の農地パトロール調査におい

て森林の様相を呈しているから非農地の判定となりました。 
現地確認については、月館委員、川嶋委員、月舘推進委員に

より、完了しております。 
 今月の非農地判定した筆数は２０筆、面積合計４２，６９０

㎡となりました。以上です。 
 

議 長        これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 
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質  疑  な  し 

 
 
議 長       質疑がないので、ご異議なしと認め、議案第６号は、原案と

おり承認することに決定いたします。 

 
議 長       次に、議案第７号農地パトロール（利用状況調査）実施要領

についてを議題とします。事務局より説明願います。 
 

事務局       令和４年度農地パトロール（利用状況調査）について説明い

たします。今年度も、農地法第３０条に基づき、８月～９月を

「農地の利用状況調査期間」としています。実施要領における

内容については、少し変更がありますので変更点を重点的に説

明します。 

まずは資料１をご覧ください。昨年と同様６班の編成として

います。各班の班長は推進委員の方にお願いします。 

次に資料２をご覧ください。北部地域は、１班・２班・３班

に担当していただきます。４班・５班に南部地域を担当してい

ただき、６班は市街地及び西部を担当していただきます。各地

域を担当する事務局職員は特に決めておりませんので日程に併

せて対応します。以上、この６班編成で４地域の調査にあたっ

ていただきます。 

次に資料３をご覧ください。調査においては、委員の皆様が

実際に図面へ判定結果を書き込んでいただきますが、その図面

の凡例を説明します。 

緑色の部分が田で、ピンク色の部分が畑です。斜線の部分に

ついて、新しい区分を追加しました。 

これは議案内容の２０ページ左側の下、第４条で新しく追加し

た項目に該当します。 

従来は、耕作再開が可能と見込まれるＡ判定、そして耕作再

開が難しいＢ判定の二つでしたが、新たにＡ判定を２段階に分

けて記録していただきます。 

Ａ判定は新たに緑区分と黄色区分に分けられ、緑区分はトラ

クター等ですぐに再開可能な農地、つまり荒廃具合が軽度な農

地が該当します。黄色区分は重機を併用することで再開可能と

見込まれる農地となり、比較的中度な遊休農地です。 
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そして従来のＢ判定は再生利用が困難な農地となり、荒廃度

が高い農地や、または周辺環境から見て再生利用が難しいと見

込まれる農地が該当します。 

また、遊休農地となりうる状況についても一緒に記載してい

ただきます。これは畑に傾斜がある、小さすぎるなど、継続的

な耕作が難しいと思われる状況を記載してください。 

資料３の色分けについては以上ですが、緑色の田の部分に関

しては、農政課が既に調査済であるため、皆様には、薄いピン

ク色の畑の部分について主に調査していただくことになります。 

なお、色が塗ってある農地以外にも、例えば山林・原野を開

拓して農地利用していると確認された場合は、その状況を図面

に書き込んでください。また、実施要領の中には営農型発電設

備の下部農地についても営農状況を調査することとなっていま

すので調査をお願いします。 

これから班ごとに集まっていただき、調査区域及び調査日を

それぞれ調整して、担当職員に伝えていただきたいと思います

のでよろしくお願いいたします。 

 

議 長        これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 
 

質  疑  な  し 
 
 

議 長       質疑がないので、ご異議なしと認め、議案第７号は原案のと

おり承認することに決定いたします。 
 

 

 ≪全議案終了≫ 

 

議 長       以上で、全議案の審議は終了となりましたので、三沢市農業

委員会第７８９回総会を閉会いたします。 

皆様のご協力、ありがとうございました。 




